


 
 

察対暴力団」とういう構図から「社会対暴力団」という構図に発展させていく必

要があることから、県をはじめ関係機関、関係団体との連携を強化して、暴力団

の孤立化を促進し、弱体化、壊滅を図っていく必要があります。 
 
（４）開催実績 

第１回 平成23年６月16日 ①暴力団情勢と暴力団対策について 

②三重県暴力団排除条例の概要および検討会議設置の趣旨 

説明 

③代表、副代表の選出 

④青少年に対する学校教育の推進について 

・学校教育の必要性等について 

・学校教育の具体的推進方法について 

⑤暴力団排除対策の広報啓発活動の推進方策について 

⑥公の施設から暴力団を排除するための暴力団排除措置要 

綱の制定について 

   第２回      ８月８日 ①各市町における暴力団排除対策の広報啓発活動の推進状

況について 

                ②各市町における公の施設から暴力団を排除するための暴

力団排除措置要綱の制定等に関する取組状況について 

                ③青少年に対する学校教育の推進状況について 

                ④暴力追放市民会議の活性化について 

   第３回      ９月８日 ①飲食店事業者等からの暴力団排除対策の推進について 

                ②事務および事業からの暴力団排除対策の推進について 

                ③祭礼からの暴力団排除対策の推進について 

            ④暴力団排除対策を推進するための広報資料の作成状況に

ついて 

   第４回      12月14日 ①三重県暴力団排除条例に関するアンケート結果について 

                ②青少年に対する学校教育（暴排教育）の推進方策につい                     

て 

               ③不当要求行為等防止対策について 

   第５回 平成24年１月17日 ①平成23（2011）年度「県と市町の地域づくり連携･協働協

議会」における暴力団排除対策の推進状況について 

               ②犯罪インフラ対策について 

               ③不当要求防止対策について 

 

（５）検討状況 

①第１回検討会議 

・暴力団の現状を報告し、暴力団対策が安全･安心な街づくりのための共通課題

になっていることを確認し、その対策についての協力を要請しました。 



 
 

・暴力団排除条例の概要について説明するとともに、検討会議設置の趣旨説明を

行いました。 

・代表、副代表を選出しました。 

・「青少年に対する学校教育」の必要性およびその推進方策について説明し、協

力を要請するとともに意見を求めました。 

・「暴力団排除に関する広報啓発活動」の必要性について説明を行い、鈴鹿市か

ら広報啓発活動の実施状況についての報告を受け、今後の広報啓発活動の推進

に関する情報共有を図りました。 

・「公の施設の利用における暴力団排除対策」の必要性について説明を行い、市、

町が設置する公の施設から暴力団を排除するための措置要綱の制定と警察署

との協定締結に関する依頼を行うとともに、制定等に向けた課題等について意

見交換を行いました。 

②第２回検討会議 

・広報啓発活動の実施状況に関し、県および各市町から実施状況ならびに今後の

実施計画についての発表を受け、今後、広報啓発活動を推進していく上での情

報共有を図りました。 

・公の施設から暴力団を排除するための措置要綱の制定に関し、取組状況および

課題等の発表を２市（熊野市、名張市）、２町（朝日町、川越町）から受ける

とともに意見交換を行い、情報共有を図りました。 

・青少年に対する学校教育の推進状況について報告し、県教育委員会および２市

教育委員会（津市、四日市市）から、これまでに実施した学校教育に対する効

果、反響および課題等に関する報告を受けるなど、学校教育の推進に当たって

の情報共有を図りました。 

・各自治体と警察署等が連携して運営している暴力追放市町民会議の活性化に

向けた取組を依頼するとともに、四日市市から暴力追放三重県民大会と合同

開催した暴力追放三泗地区市町民会議における広報啓発活動等についての発

表を受けるなど、情報共有を図りました。 

③第３回検討会議 

・「飲食店事業者等からの暴力団排除対策」の必要性について説明をするととも

に、四日市市から平成 23（2011）年７月26日に設立された「諏訪栄町･西新地

地区不当要求拒否宣言の街」の設立に向けたプロセスなどに関する発表を受

け、情報共有を図りました。 

・県、市町の事務および事業からの暴力団排除対策の必要性について説明する

とともに、県生活・文化部から現在の推進状況等についての発表を受けるな

ど、情報共有を図りました。 

・祭礼からの暴力団排除対策の必要性とその推進方策等について説明するとと

もに、排除に当たっての質疑を受けるなど、情報共有を図りました。 

・広報啓発活動および学校教育を推進するため、現在制作中のリーフレットお

よび教育用ＤＶＤの概要についての説明を行い、効果的な活用を依頼するなど、



 
 

情報共有を図りました。 

④第４回検討会議 

・平成23（2011）年度第２回「県と市町の地域づくり連携･協働協議会」（全県会

議）調整会議における報告結果を伝達し、情報共有を図りました。 

・三重県暴力団排除条例に関するアンケートの実施結果について説明するとと 

もに、今後の広報啓発活動の推進について、情報共有を図りました。 

・学校教育用ＤＶＤの視聴を行い、青少年に対する学校教育（暴排教育）の推

進方策と課題について意見交換を行いました。 

・「不当要求行為等防止対策」の重要性について説明するとともに、不当要求行

為に対する体制の整備および不当要求防止責任者講習の受講等、対策の取組を

依頼しました。 

・公の施設からの暴力団排除措置要綱の制定および協定の締結状況について説

明を行い、制定に向けた取組を要請しました。 

⑤第５回検討会議 

・これまでの暴力団排除対策の推進状況および今後の課題について説明を行う

とともに、県および各市町から暴力団排除対策の現状と推進していく上での課

題等について発表を行い、課題等に関する情報共有を図りました。 

・暴力団が介在する場合が多い犯罪インフラの現状について説明し、犯罪イン

フラ対策についての取組を依頼しました。 

・不当要求防止対策の取組を依頼するとともに、行政対象暴力をテーマとした

ＤＶＤを視聴し、行政対象暴力の現状と対策について、情報共有を図りまし

た。 

・平成 24（2012）年度以降の検討の継続について提案しました。 

 
（６）取組成果 

  ・県および市町との間で、暴力団排除に関する情報共有等を図り、暴力団排除に

向けた取組に関して意思統一を図ることができました。 

  ・「青少年に対する学校教育」について、統一的な教育を行うため、暴力団の反

社会性を訴えるＤＶＤを制作し、各教育委員会を通じて全ての学校へ配付を行

い、現在、同ＤＶＤを活用した学校教育を推進しています。 

  ・「飲食店事業者等からの暴力団排除」については、各市町において情勢に応じ

た取組を進めており、繁華街･歓楽街において「不当要求拒否宣言の街」を設

立しています。 

  ・各市町において、暴力団排除に関する要綱等を制定し、所轄警察署長と運用協

定を締結しました。 

 

（７）今後の方針 

三重県暴力団排除条例の施行後、三重県が一体となって暴力団排除対策を推進

しているところですが、本条例をより実効性のあるものとしていくためには、今



 
 

後も県と市町が情報を共有し、解決すべき課題等について連携･協力をしていく

必要があることから、引き続き、検討を継続していきます。 
 

（８）取組に対する自己評価 

   目標に対する取組成果がおおむね発揮されました。 

（判断理由等） 

暴力団排除に関する情報の共有化を図り、県および各市町と暴力団排除に向けた意思統

一を図ることができました。 

また、暴力団の反社会性を訴えるＤＶＤを活用した学校教育の推進や、各市町において

暴力団排除に関する要綱等を制定し、所轄警察署長との運用協定締結等に取り組むことが

できました。 

引き続き、県および市町の事務事業等からの暴力団排除対策等の課題について検討を

行っていきます。 

 


